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明石工業高等専門学校授業料免除者等選考基準 

 

                                                          

                                                    （平成 ８年４月１０日 運営委員会承認） 

                                                      平成 ８年４月１日      実施 

                           平成１４年４月１日    一部改正 

                           平成１６年４月１日    一部改正 

                                                      平成１８年４月１日    一部改正 

                                                      平成２５年４月１日    一部改正 

                           平成２６年４月１日    一部改正 

                           平成２７年４月１日    一部改正 

                           平成２８年４月１日    一部改正 

                           平成３１年４月１日    一部改正 

                           令和 ２年７月８日    一部改正 

                           令和 ３年３月１０日   一部改正 

令和 ８年１月８日    一部改正 

   

  独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料、入学料及び寄宿料の免除及び徴収猶予に関す

る規則（独立行政法人国立高等専門学校規則第１３４号）第２条第１項第２号、第４号及び第８号、

第１２条第１項第２号、第３号及び第５号、第１９条第１項、第２２条第１項第１号、第３号及び第

４号、第２４条第１項並びに附則第２条の規定により授業料、入学料及び寄宿料の免除及び徴収猶予

を受けようとする者の選考は、この基準の定めるところによる。 

 

１．授業料免除及び徴収猶予者の選考は、災害等特別な事由を除き、人物、学力及び家計等を勘案の

うえ、総合的に行う。入学料及び寄宿料免除者の選考は、家計のみを勘案（私費外国人留学生の入

学料免除の選考は、学力及び家計を勘案）し、入学料徴収猶予者の選考については、災害等特別な

事由を除き、学力及び家計を勘案する。 

２．人物、学力及び家計の選考基準は、次のとおりとする。 

 (1) 人 物 

   ア 学習活動その他学生生活の全般を通じて、態度、行動が学生としてふさわしいこと。 

   イ 学生委員による面接結果等により判定する。 

 (2) 学 力（授業料免除、徴収猶予及び私費外国人留学生の入学料免除） 

   ア 第１学年に在籍する者は、前期分選考については、中学校３年次の成績の平均が５段階評価

で 3.8以上、後期分選考については、直近の成績が本人の属する学級内において上位 2/3以内

であること。 

   イ 第２学年以上に在籍する者は、直近の成績が本人の属する学級内（コース制を取る学級にあ

ってはそのコース毎）において上位 2/3以内であること。ただし、第３学年への編入学者（私

費外国人留学生）の前期分選考については、本校の第３学年編入学試験（外国人留学生対象）

合格基準の要件を満たしていること、第４学年への編入学者の前期分選考については、高等学

校３年次の成績の平均が５段階評価で 3.8以上であること。 

     ウ 専攻科第１学年に在籍する者は、前期分選考については、高等専門学校５年次の成績（高等

専門学校以外を卒業した者は、直近の成績）の平均が５段階評価で 3.8以上、後期分選考につ

いては、専攻科１年次前期に修得した単位数（他大学での修得単位数を含む。）が教務委員会

において毎年定める当該年次各期までの基準修得単位数（以下「基準修得単位数」という。）

以上であり、かつ、学業成績において次の算式で算出した学力平均値（以下「学力平均値」と

いう。）が 1.8以上であること。 

  
   

学力平均値＝
優（Ａ）の修得単位数×３＋良（Ｂ）の修得単位数×２＋可（Ｃ）の修得単位数×１ 

    （小数点第２四捨五入）                総修得単位数 

 

     エ 専攻科第２学年に在籍する者は、前期分選考については、専攻科１年次に修得した単位数（他

大学での修得単位数を含む。）が、基準修得単位数以上であり、かつ、学力平均値が 1.8以上、

後期分選考については、専攻科２年次前期までに修得した単位数（他大学での修得単位数を含
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む。）が、基準修得単位数以上であり、かつ、学力平均値が 1.8以上であること。 

  （3）学 力（入学料徴収猶予） 

   ア 学科入学生については、中学校３年次の成績の平均が５段階評価で 3.3以上であること。 

   イ 第４学年への編入学者については、高等学校３年次の成績の平均が５段階評価で 3.3以上で

あること。 

   ウ 専攻科入学生については、高等専門学校５年次の成績（高等専門学校以外を卒業した者は、

直近の成績）の平均が５段階評価で 3.3以上であること。 

(4)家 計 

    本人の属する世帯の前年（１～１２月）の所得金額が、独立行政法人国立高等専門学校機構理

事長が定める収入基準額以下であること。 

３．前項の基準にかかわらず次の各号に該当する場合は、特例として授業料免除の対象者とすること

ができる。 

  (1) 母子又は父子世帯、生活保護世帯等、経済的困窮度が著しく高い者であって、学力が次に該当

する者 

ア 第１学年に在籍する者は、前期分選考については中学校３年次の成績の平均が５段階評価で

3.8 程度以上、後期分選考については、直近の成績が本人の属する学級内において上位 2/3 程

度以内であること。 

イ 第２学年以上に在籍する者は、直近の成績が本人の属する学級内（コース制を取る学級にあ

ってはそのコース毎）において上位 2/3程度以内であること。ただし、第４学年への編入学者

の前期分選考については、高等学校３年次の成績の平均が５段階評価で 3.8程度以上であるこ

と。 

ウ 専攻科第１学年に在籍する者は、前期分選考については、高等専門学校５年次の成績の平均

が５段階評価で 3.8程度以上、後期分選考については、専攻科１年次前期に修得した単位数（他

大学での修得単位数を含む。）が基準修得単位数以上であり、かつ、学力平均値が 1.8程度以

上であること。 

エ 専攻科第２学年に在籍する者は、前期分選考については、専攻科１年次に修得した単位数（他

大学での修得単位数を含む。）が基準修得単位数以上であり、かつ、学力平均値が 1.8程度以

上、後期分選考については、専攻科２年次前期までに修得した単位数（他大学での修得単位数

を含む。）が基準修得単位数以上であり、かつ、学力平均値が 1.8程度以上であること。 

  (2) 家計が基準外であっても、収入基準額を超える金額が、収入基準額の１０％の額以内の者であ

って、長期療養者がいる世帯、身体障害者がいる世帯など家計の支出が多額となる特別の事情が

ある者 

４．第１項から第３項の基準にかかわらず次の各号の一に該当する者は授業料免除の対象者としない

ものとする。 

  (1) 留年している者。(授業料免除の対象者を選考するときにおいて同一学年にとどまっている者。)

ただし、病気、留学など特別な事由があると認められる者を除く。 

(2) 免除申請書類が不備の者 

 (3) 経常的な収入がなくても子弟の修学にさしたる困難がないと認められる者 

 (4) 各期の算定基準日以前６月以内に懲戒処分（停学）を受けた者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


